
下記の実務経験が新たに対象となりましたので、追記いたします

【追加】

根拠法 施設種類 職種名 職種コード

障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律（障害者総合支援

法）

特定相談支援事業を行なう施設

 （相談支援事業を行なう施設であった期間を含む）
相談支援員 精737

個別対応職員 精922

里親支援専門相談員 精923

個別対応職員 精924

心理療法担当職員 精925

自立支援担当職員 精926

里親支援専門相談員 精927

心理療法担当職員 精928

個別対応職員 精929

心理療法担当職員 精930

自立支援担当職員 精931

個別対応職員 精932

障害児相談支援事業を行なう施設 相談支援員 精933

個別対応職員 精934

家庭支援専門相談員 精935

心理療法担当職員 精936

自立支援担当職員 精937

自立支援担当職員 精938

個別対応職員 精939

里親制度等普及促進担当者 精940

里親等支援員 精941

里親研修等担当者 精942

養親等相談支援員 精943

自立支援担当職員 精944

家庭支援専門相談員 精945

支援コーディネーター 精946

生活相談支援員 精947

就労相談支援員 精948

支援コーディネーター 精949

母子支援員 精951

【変更】

根拠法 施設種類 職種名 職種コード

精神・発達障害者雇用サポーター

（変更前：精神障害者雇用トータルサポー

ター【精819】と発達障害者雇用トータルサ

ポーター【精820】が統合

精819

障害学生等雇用サポーター

（変更前：雇用トータルサポーター（大学

等支援分））

精950

相談支援員（変更前：相談指導員） 精815

心理支援員（変更前：判定員） 精816

女性相談支援員（変更前：婦人相談員） 精817

女性自立支援施設

（変更前：婦人保護施設）

入所者の自立支援を行なう職員

（変更前：入所者を指導する職員）
精818

社会福祉法 福祉事務所 女性相談支援員（変更前：婦人相談員） 精872

困難な問題を抱える

女性への支援に関す

る法律

（変更前：売春防止

法）

女性相談支援センター

（変更前：婦人相談所）

社会的養護自立支援拠点事業を行なう施設

2．障害者関係施設

3．その他

里親支援センター

妊産婦等生活援助事業を行なう施設

児童福祉法

職業安定法 公共職業安定所

乳児院

児童養護施設

児童心理治療施設（旧：情緒障害児短期治療施設）

母子生活支援施設

児童自立支援施設

児童自立生活援助事業を行なう施設

【2026年6月入学】精神保健福祉士相談援助業務について

2025年7月時点で追加・変更された相談援助業務一覧

3．その他


